
平成十九年厚生労働省令第百五十一号

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成十九年法律第百三十一号）の規定に基づき、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則を次のように定める。

（法第一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合）

第一条　厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「法」という。）第一条第二項に規定する厚生労働省令で

定める場合は、訂正請求（厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第二十八条の三第一項に規定する訂正請求をいう。）に係る

期間（第二十二条において「請求期間」という。）について、次の各号のいずれかに該当し、かつ、同法第二十七条に規定する事業主（以

下この条において単に「事業主」という。）が、被保険者に係る同法第八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行したことが明らか

でない場合とする。

一　事業主が厚生年金保険法第八十四条第二項の規定により当該被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を控除した

事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合

二　次のイからハまでに掲げる場合のいずれにも該当する場合

イ　次の（１）又は（２）に掲げる場合

（１）　当該被保険者が、対象事業所（当該被保険者を使用していた事業主の適用事業所をいう。以下この号において同じ。）から特

定事業所（当該被保険者を使用していた事業主と密接な関係にある事業主の適用事業所をいう。以下この号において同じ。）に異

動した場合であって、かつ、当該対象事業所に係る被保険者の資格を喪失した月の前月から当該特定事業所に係る被保険者の資格

を取得した月までの期間の月数が一月である場合

（２）　当該被保険者が、特定事業所から対象事業所に異動した場合であって、かつ、当該特定事業所に係る被保険者の資格を喪失し

た月の前月から当該対象事業所に係る被保険者の資格を取得した月までの期間の月数が一月である場合

ロ　次の（１）又は（２）に掲げる場合

（１）　当該被保険者を使用していた事業主が対象事業所において当該被保険者を使用していた事実が明らかであることを確認するに

足る資料がある場合

（２）　当該被保険者を使用していた事業主が対象事業所において当該被保険者を使用していたことを認めている場合

ハ　当該被保険者を使用していた事業主が、厚生年金保険法第八十四条第一項又は第二項の規定により当該被保険者の負担すべき保険

料を控除したことを認めており、かつ、法第二条第一項の規定により特例納付保険料（同条第二項に規定する特例納付保険料をい

う。以下同じ。）を納付する意思を表示している場合

三　事業主が当該被保険者を使用していた事実及び当該事業主が厚生年金保険法第八十四条第一項の規定により当該被保険者の負担すべ

き保険料を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合

（通知の対象者）

第一条の二　法第一条第八項に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一　法第一条第一項に規定する特例対象者（当該特例対象者が死亡している場合においては、当該特例対象者に係る厚生年金保険法第三

十七条の規定による未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者又は当該特例対象者に係る同法第五十八条の規定による遺族厚

生年金（これに相当する給付を含む。）の受給権者）

二　法第二条第一項に規定する対象事業主（当該対象事業主（法人である対象事業主に限る。）に係る事業が廃止されているときその他

やむを得ない事情のため法第一条第八項の通知が行うことができない場合においては、役員（法第二条第三項に規定する役員をいう。

第五条第二項並びに第六条第一号及び第二号において同じ。）であった者（第三条及び第五条から第七条までにおいて「元役員」とい

う。））

（法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額）

第二条　法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、別表の上欄に掲げる年度に係る未納保険料（法第一条第一項に規定する未

納保険料をいう。第六条第一号において同じ。）の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。

（法第二条第六項の申出）

第三条　法第二条第六項の規定による特例納付保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構（以下「機構」と

いう。）に提出することによって行わなければならない。

一　対象事業主（法第二条第一項に規定する対象事業主をいう。以下同じ。）の名称及び所在地又は元役員の氏名及び住所

二　特例対象者（法第一条第一項に規定する特例対象者をいう。）の氏名

三　厚生年金保険法第二十八条の四第一項の規定による決定が行われた年月日

四　特例納付保険料の額

（法第二条第九項第二号イの期限）

第四条　法第二条第九項第二号イに規定する厚生労働省令で定める期限は、法第三条の規定による公表の日から六月が経過する日とする。

（厚生労働大臣が講ずる措置）

第五条　法第三条に規定する厚生労働省令で定めるものは、同条の規定による公表を行う者について厚生労働大臣が講ずる次の各号に掲げ

る措置とする。

一　法第二条第二項又は第四項の規定による勧奨に係る措置（特例納付保険料の額に関する事項を含む。）

二　法第二条第八項の規定による特例納付保険料の徴収に係る措置

２　厚生労働大臣は、法第三条の規定による公表を行う場合（同条第二号に掲げる場合に該当するときに限る。）には、同条の規定により

元役員が役員であった法第二条第二項の規定による勧奨を行うことができない法人である対象事業主の名称を公表するものとする。

（法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者）

第六条　法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一　未納保険料に係る期間において役員でなかった者

二　前号に規定する期間において役員であった者のうち、当該期間における役員としての職務が厚生年金保険事業の職務以外のもののみ

であった者

三　元役員が数人あるときに、当該元役員のうち一人が法第二条第五項の厚生労働大臣が定める期限までに同条第六項の規定による申出

を行った場合における同項の規定による申出を行わなかった他の元役員

（書類の保存）

第七条　対象事業主又は元役員は、特例納付保険料に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。

第八条から第十九条まで　削除
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（法第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限）

第十九条の二　法第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。

一　国税徴収法（昭和三十四年法律第百四十七号）第三十二条第一項の規定の例による告知

二　国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促

三　国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知（納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。）

四　国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第十一条の規定の例による延長

五　国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知（納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。）

六　国税通則法第四十二条において準用する民法（明治二十九年法律第八十九号）第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に

属する権利の行使

七　国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求

八　国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予

九　国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し

十　国税通則法第六十三条の規定の例による免除

十一　国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付

（法第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限）

第十九条の三　法第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。

一　法第一条第八項の規定による通知及び同条第九項の規定による公告

二　法第二条第十三項の規定により取得した請求権の行使

（厚生労働大臣に対して通知する事項）

第十九条の四　法第十六条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を

厚生労働大臣に通知しなければならない。

一　厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容

二　厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由

三　その他必要な事項

（法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項）

第十九条の五　法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に

掲げる事項とする。

一　厚生労働大臣が法第十六条第二項に規定する滞納処分等（以下「滞納処分等」という。）を行うこととなる旨

二　機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日

三　機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法（平成十九年法律第百九号）第二十九条に規定する年金事務所

（以下「年金事務所」という。）の名称

四　当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所

五　当該滞納処分等の対象となる者の事業所の名称及び所在地

六　当該滞納処分等の根拠となる法令

七　滞納している特例納付保険料及び延滞金（以下「特例納付保険料等」という。）の種別及び金額

八　その他必要な事項

（法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等）

第十九条の六　法第十六条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限（以下この条において「権限」という。）の全

部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。

一　権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

二　権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

三　その他必要な事項

２　法第十六条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次に

掲げる事項を行わなければならない。

一　権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。

二　権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。

三　その他必要な事項

（法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等）

第十九条の七　法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするも

のとする。

（法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限）

第十九条の八　法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第十九条の二第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げ

る権限とする。

（令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める徴収金）

第十九条の九　厚生年金保険法の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令（平成十九年政令第三百八十二号。以下「令」と

いう。）第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次のとおりとする。

一　健康保険法（大正十一年法律第七十号）第五十八条、第七十四条第二項及び第百九条第二項（同法第百四十九条においてこれらの規

定を準用する場合を含む。）の規定による徴収金

二　船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）第四十七条、第五十五条第二項及び第七十一条第二項（同法第七十四条第三項において準

用する場合を含む。）の規定による徴収金

（令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める金額）

第十九条の十　令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。

（滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等）

第十九条の十一　法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分（法第十七条

第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。）の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲

げる事項について行うものとする。

一　財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額
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二　その他必要な事項

（財務大臣による通知に関する技術的読替え等）

第十九条の十二　法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定により同法第百条の四第五項の規定を準用す

る場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」と

あるのは「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成十九年法律第百三十一号）第十七条第一項の規定によ

り委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を

受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等そ

の他の処分を」と読み替えるものとする。

２　法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の規定

による通知は、同法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を 後に受けた者が、当該委任を

受けた後速やかに行うものとする。

（法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省

令で定める事項）

第十九条の十三　法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項

の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一　財務大臣（法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合に

あっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長）が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨

二　厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日

三　厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省（法第十七条第二項において準用する厚生年金保

険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署）の部局の名称

四　当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所

五　当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地

六　当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令

七　滞納している特例納付保険料等の種別及び金額

八　その他必要な事項

（滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等）

第十九条の十四　法第十七条第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚

生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

一　滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。

二　滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。

三　その他必要な事項

２　法第十七条第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行っている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとす

るときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

一　滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

二　滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

三　その他必要な事項

（機構が行う滞納処分等の結果の報告）

第十九条の十五　法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項につい

て行うものとする。

一　機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所地又は居所並びに当該納付義務者の事

業所の名称及び所在地

二　差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果

三　その他参考となるべき事項

（滞納処分等実施規程の記載事項）

第十九条の十六　法第十九条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項と

する。

一　滞納処分等の実施体制

二　滞納処分等の認可の申請に関する事項

三　滞納処分等の実施時期

四　財産の調査に関する事項

五　差押えを行う時期

六　差押えに係る財産の選定方法

七　差押財産の換価の実施に関する事項

八　法第十二条第一項に規定する特例納付保険料等の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項

九　その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項

（地方厚生局長等への権限の委任）

第十九条の十七　法第二十条第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働

大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。

一　法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則

法第四十六条の規定による納付の猶予

二　法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則

法第四十九条の規定による納付の猶予の取消し

三　法第十六条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該

権限

四　法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項の規定による公示

五　法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の規定による通知

六　法第十八条第一項の規定による認可
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七　法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項の規定による認可

八　法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告の受理

九　法第二十一条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が法第二十一条第一項各号に掲げ

る事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限

十　法第二十二条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項の規定による認可

十一　法第二十二条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の規定による報告の受理

２　法第二十条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。た

だし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

（法第二十一条第一項第三号及び第五号に規定する厚生労働省令で定める権限）

第十九条の十八　法第二十一条第一項第三号及び第五号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。

一　法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による督促

二　法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第二項の規定による督促状の発行

（法第二十一条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務）

第十九条の十九　法第二十一条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

一　法第三条の規定による公表に係る事務（当該公表を除く。）

二　第五条第二項の規定による公表に係る事務（当該公表を除く。）

（法第二十一条第一項各号に掲げる事務に係る申請等）

第十九条の二十　法第二十一条第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとす

る。

（令第八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合）

第十九条の二十一　令第八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

一　機構の職員が、特例納付保険料等を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨

の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が特例納付保険料等を納付しようとする場合

二　納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所（年金事務所を除く。）での納付が困難であると認められる場合

（令第九条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの）

第十九条の二十二　令第九条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一　年金事務所の名称及び所在地

二　年金事務所で特例納付保険料等の収納を実施する場合

（領収証書等の様式）

第十九条の二十三　令第十二条第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第一号に

よる。

（特例納付保険料等の日本銀行への送付）

第十九条の二十四　機構は、法第二十二条第一項の規定により特例納付保険料等を収納したときは、送付書（様式第二号）を添え、これを

現金収納の日又はその翌日（当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する休日、

一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。）におい

て、日本銀行（本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。）に送付しなければならない。

（帳簿の備付け）

第十九条の二十五　令第十三条に規定する帳簿は、様式第三号によるものとし、収納職員（令第八条第三号に規定する収納職員をいう。以

下同じ。）ごとに、特例納付保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。

（徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領）

第十九条の二十六　徴収職員（法第十八条第一項の徴収職員をいう。以下同じ。）は、特例納付保険料等を徴収するため第三債務者、公売

に付す財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。

２　徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。

３　国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費

用の額に相当する金銭を受領するものとする。

４　徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならな

い。ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでな

い。

５　第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第四号による。

（現金の保管等）

第十九条の二十七　収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。

２　収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。

（証券の取扱い）

第十九条の二十八　収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。

（収納に係る事務の実施状況等の報告）

第十九条の二十九　法第二十二条第二項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、特例納付保険料等収納状況

報告書（様式第五号）により行わなければならない。

（帳簿金庫の検査）

第十九条の三十　機構の理事長は、毎年三月三十一日（同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々

日とする。）又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、

当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。

２　機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を

検査させるものとする。

３　検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な職員を立ち会わせなければならない。

４　検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提

出しなければならない。
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５　検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとす

る。

（収納職員の交替等）

第十九条の三十一　収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の特例納付保険料等収納簿の締切

りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。

２　前任の収納職員は、様式第六号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職

員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において

記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。

３　収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続

をしなければならない。

４　前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の

理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。

（送付書の訂正等）

第十九条の三十二　機構は、令第十二条第二項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第十九条の二十四に規定する送付書の

記載事項に誤りがあるときは、日本銀行（本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。）において当該年度所属の歳入金を受け入れること

ができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行にその訂正を請求しなければならない。

２　機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正

の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。

（領収証書の亡失等）

第十九条の三十三　機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければなら

ない。

（情報の提供）

第十九条の三十四　機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、特例納付保険料等の納付に関する事項、標準報酬に関する事項その

他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

（法附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める法令）

第二十条　法附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める法令は、旧農林共済法（厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合

制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号。第二十二条第二号において「平

成十三年統合法」という。）附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。）とする。

（法附則第三条第一項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え）

第二十一条　法附則第三条第一項の規定により国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）第五条の規定による改正

前の船員保険法（第二十二条第一号及び第二十三条第一項において「旧船員保険法」という。）の規定の適用に関し、法第一条第一項の

意見に相当する意見を同項の意見とみなして法の規定を適用する場合においては、法第一条第一項中「同法第二十七条に規定する事業

主」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）第五条の規定による改正前の船員保険法（昭和十四

年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。）第十条に規定する船舶所有者」と、「同法第八十四条第一項又は第二項」とあるのは

「旧船員保険法第六十二条第一項」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、「同法第二十七条」とある

のは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「旧船員保険法第十九条ノ二」と、「同法第二十八条の二

第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十八条の二第一項」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、同条第五項中「厚

生年金保険法第七十五条ただし書」とあるのは「旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧船員保

険法第二十一条ノ二」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第七項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧

船員保険法第二十一条ノ二」と、同条第八項中「第一項又は第二項の事業主」とあるのは「第一項の船舶所有者」と、法第二条第五項及

び第九項中「厚生年金保険法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、同条第十三項中「厚生年金保険法第二十七

条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法第八十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十二条第

一項」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、法第三条中「厚生年金保険法第八十二条第二項」とあ

るのは「旧船員保険法第六十一条」と、法第十五条中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「旧船員保険法第十条に規定する

船舶所有者」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と

読み替えるものとする。

２　法附則第三条第一項及び前条の規定により旧農林共済法の規定の適用に関し、法第一条第一項の意見に相当する意見を同項の意見とみ

なして法の規定を適用する場合においては、法の規定中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、法第一条第一項中「同法第二十七条

に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第八十四条第一項又は第二項」とあるのは「旧農林共済法（厚生年金保険制

度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一

号）附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。）第五十六条第二項」と、「により被保険者」とあるのは「によ

り組合員」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「当該被保険者」とあるのは「当該組合員」と、「同法第八十二条第二項

の保険料」とあるのは「同条第一項の掛金」と、「当該保険料」とあるのは「当該掛金」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧農林共済

法第十六条第一項」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「同条第二項」と、「同法第二十八条の二第一項」とあるのは「厚生年金保

険法第二十八条の二第一項」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と、同条第五項中「厚生年金保険法第七十五条ただし

書」とあるのは「旧農林共済法第十八条第五項ただし書」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法

に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第七項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、

同条第八項中「第一項又は第二項の事業主」とあるのは「第一項の農林漁業団体」と、法第二条第五項及び第九項中「厚生年金保険法第

八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、同条第十三項中「厚生年金保険法第二十七条」とあ

るのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法第八十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第二項」と、

「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」

と、法第三条中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、法第十五条中

「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五

十六条第一項の掛金」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と読み替えるものとする。

（法附則第三条第二項に規定する法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合）

第二十二条　法附則第三条第二項に規定する法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合として厚生労働省令で定める場合

は、次に掲げる場合とする。

5



一　請求期間について、旧船員保険法第十条に規定する船舶所有者が旧船員保険法による船員保険の被保険者を使用していた事実及び当

該船舶所有者が旧船員保険法第六十二条第一項の規定により当該被保険者の負担すべき保険料を控除した事実が明らかであることを確

認するに足る資料がある場合であって、かつ、当該被保険者に係る旧船員保険法第六十一条の保険料を納付する義務を履行したことが

明らかでない場合

二　請求期間について、農林漁業団体が旧農林共済組合（平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。）

の組合員を使用していた事実及び当該農林漁業団体が旧農林共済法第五十六条第二項の規定により当該組合員の負担すべき掛金に相当

する金額を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合であって、かつ、当該組合員に係る同条第一項の掛金を

納付する義務を履行したことが明らかでない場合

（法附則第三条第二項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え）

第二十三条　法附則第三条第一項の規定により旧船員保険法の規定の適用に関し、法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に該当する

と認められる場合とみなして法の規定を適用する場合においては、法第一条第二項中「厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主」と

あるのは「国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）第五条の規定による改正前の船員保険法（昭和十四年法律

第七十三号。以下「旧船員保険法」という。）第十条に規定する船舶所有者」と、「同法第八十四条第一項又は第二項」とあるのは「旧船

員保険法第六十二条第一項」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、「同法第二十七条」とあるのは

「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「旧船員保険法第十九条ノ二」と、「同法第二十八条の二第一

項」とあるのは「厚生年金保険法第二十八条の二第一項」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、同条第五項中「厚生年

金保険法第七十五条ただし書」とあるのは「旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法

第二十一条ノ二」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第七項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧船員

保険法第二十一条ノ二」と、同条第八項中「第一項又は第二項の事業主」とあるのは「第二項の船舶所有者」と、法第二条第五項及び第

九項中「厚生年金保険法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、同条第十三項中「厚生年金保険法第二十七条」

とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法第八十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十二条第一項」

と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、法第三条中「厚生年金保険法第八十二条第二項」とあるのは

「旧船員保険法第六十一条」と、法第十五条中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「旧船員保険法第十条に規定する船舶所

有者」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と読み替

えるものとする。

２　法附則第三条第二項及び前条の規定により旧農林共済法の規定の適用に関し、法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に該当する

と認められる場合とみなして法の規定を適用する場合においては、法第一条第二項中「厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主」と

あるのは「農林漁業団体」と、「同法第八十四条第一項又は第二項」とあるのは「旧農林共済法（厚生年金保険制度及び農林漁業団体職

員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号）附則第二条第一項第

二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。）第五十六条第二項」と、「により被保険者」とあるのは「により組合員」と、「保険料

を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「当該被保険者」とあるのは「当該組合員」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは

「同条第一項の掛金」と、「（未納保険料」とあるのは「（当該掛金（以下「未納掛金」という。）」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧

農林共済法第十六条第一項」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「同条第二項」と、「同法第二十八条の二第一項」とあるのは「厚

生年金保険法第二十八条の二第一項」と、「、未納保険料」とあるのは「、未納掛金」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団

体」と、同条第五項中「厚生年金保険法第七十五条ただし書」とあるのは「旧農林共済法第十八条第五項ただし書」と、「未納保険料」

とあるのは「未納掛金」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法

に」と、同条第七項中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第

一項」と、同条第八項中「第一項又は第二項の事業主」とあるのは「第二項の農林漁業団体」と、法第二条第一項中「未納保険料」とあ

るのは「未納掛金」と、同条第五項中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛

金」と、同条第六項中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、同条第九項中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるの

は「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、同条第十三項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一

項」と、「同法第八十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第二項」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金

を控除」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、法第三条中「厚生年金保険法

第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、法第十五条中「同法第二十七条に規定する事業

主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、「当該

事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と読み替えるものとする。

附　則

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二〇年三月二八日厚生労働省令第五六号）

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附　則　（平成二一年三月三一日厚生労働省令第七六号）

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成二一年一二月一六日厚生労働省令第一五五号）

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附　則　（平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八

条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が

承継を受けて保有する出納官吏事務規程（昭和二十二年大蔵省令第九十五号）第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができ

る。

第三条　この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することが

できる。

附　則　（平成二二年四月一日厚生労働省令第六〇号）

この省令は、公布の日から施行する。
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附　則　（平成二三年四月一日厚生労働省令第四九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二四年三月三〇日厚生労働省令第五七号）

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附　則　（平成二四年七月三一日厚生労働省令第一〇九号）

この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、同年八月一日から施行する。

附　則　（平成二五年三月二九日厚生労働省令第四三号）

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成二六年三月二四日厚生労働省令第二〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十五年改正法の施行の日（平成二十六年四月一日）から施行する。

（厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第三条　存続厚生年金基金については、第八条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行

規則（以下この条において「改正前厚生年金特例法施行規則」という。）第八条から第十三条まで及び第十九条（第二号に係る部分を除

く。）の規定並びに改正前厚生年金特例法施行規則第十三条において準用する改正前厚生年金特例法施行規則第七条の規定は、平成二十

五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改

正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成十九年法律第百三十一号。次項において「改正前厚生年金

特例法」という。）第四条から第六条まで及び第十条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合において、次の

表の上欄に掲げる改正前厚生年金特例法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第八条各号

列記以外の

部分

法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第六十三

号。以下「平成二十五年改正法」という。）附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた

平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律（以下「改正前厚生年金特例法」という。）

第八条第一

号

法 第 四

条 第 一

項

平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第

四条第一項

厚 生 年

金 保 険

法

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規

定による改正前の厚生年金保険法（以下この号において「改正前厚生年金保険法」という。）

同法 改正前厚生年金保険法

厚 生 年

金 基 金

令

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関す

る政令（平成二十六年政令第七十四号）第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の

健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

（平成二十六年政令第七十三号）第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令

第八条第二

号

法 平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法

第九条 法 平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法

厚 生 年

金基金

平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金

第十条から

第十二条ま

で

法 平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法

第 十 九 条

（第二号に

係る部分を

除く。）

法 第 十

条

平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第

十条

２　存続連合会については、改正前厚生年金特例法施行規則第十四条から第十八条まで及び第十九条（第一号に係る部分を除く。）の規定、

改正前厚生年金特例法施行規則第十八条第一項において準用する改正前厚生年金特例法施行規則第七条の規定並びに改正前厚生年金特例

法施行規則第十八条第二項において準用する改正前厚生年金特例法施行規則第九条の規定は、平成二十五年改正法附則第百四十一条第二

項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第七条から第九条まで及び第十九条の規定を適用する場合につ

いて、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金特例法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十四条各号

列記以外の部

分

法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第六

十三号。以下「平成二十五年改正法」という。）附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものと

された平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例

等に関する法律（以下「改正前厚生年金特例法」という。）

第十四条第一

号

法第七条

第一項

平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例

法第七条第一項

厚生年金

保険法

平成二十五年改正法附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた平成二

十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法（以下この号において「改正前厚生年金保険法」という。）

同法 改正前厚生年金保険法

第十四条第二

号

法 平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法
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に規定す

る解散し

た基金

に規定する解散した平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金（以下「基金」という。）

当該 改正前厚生年金特例法第五条第一項に規定する対象設立事業主をいい、当該

第十五条 法 平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法

第十六条 法 平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法

企業年金

連合会

平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する存続連合会

第十七条及び

第十八条第二

項

法 平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法

第十九条（第

一号に係る部

分を除く。）

法第十条平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例

法第十条

附　則　（平成二六年三月三一日厚生労働省令第三五号）

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附　則　（平成二七年二月二七日厚生労働省令第二八号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第九条の規定により同法第五条の規定による改正後

の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定を適用する場合におけるこの省令による改正後の厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第三条第三号の規定の適用については、同号中「厚生年金保険法第二十八条

の四第一項の規定による決定が行われた」とあるのは、「年金記録確認中央第三者委員会又は年金記録確認地方第三者委員会が作成した

あっせん案を踏まえ総務大臣が総務省組織令（平成十二年政令第二百四十六号）附則第二十二条第二項第一号に規定する年金記録に係る

苦情のあっせんを行った」とする。

附　則　（平成二七年三月二五日厚生労働省令第三九号）

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附　則　（平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日（平成二十七年四月一日）から施行する。

（様式に関する経過措置）

２　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省

令による改正後の様式によるものとみなす。

３　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号）

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附　則　（平成二八年三月三一日厚生労働省令第五七号）

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成二九年三月三一日厚生労働省令第三七号）

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附　則　（平成三〇年三月二七日厚生労働省令第四〇号）

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附　則　（平成三一年三月二九日厚生労働省令第五六号）

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附　則　（令和元年五月七日厚生労働省令第一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省

令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

２　旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。

（様式に関する経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和二年三月三〇日厚生労働省令第五七号）

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附　則　（令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。
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（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和三年三月三一日厚生労働省令第七八号）

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附　則　（令和四年三月二五日厚生労働省令第四一号）

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附　則　（令和五年三月三〇日厚生労働省令第四四号）

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附　則　（令和六年三月二六日厚生労働省令第五二号）　抄

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附　則　（令和六年三月二九日厚生労働省令第七三号）

この省令は、令和六年四月一日から施行する。
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様式第一号（第十九条の二十三関係）

様式第一号(第十九条の二十三関係) 

 
 

第
一
片 

原 符 

  事業所整理記号 
(船舶所有者整理記号) 

事業所番号 

(告知番号) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内

訳 

納付目的

年 月 

調
定
種
別 

保険料

種 別 

令和     年度 年金特別会計 第    号 
  

郡市区 記号 金 額 
延 滞 金 

日数 
金 額 

備 考                       
年 月 

  
千 百 十 万 千 百 十 円 

  
十 万 千 百 十 円 

住

所 

                                                 

 

 

 

 

証券番号 

 

 

 

 

振 出 人 

                                    

                                    

氏

名 

殿  

                                              

                                    

                                    

                                                

  
令和 

    
年 

    
月 

    
日 

                                      

                                        

                                    

内証券受領額                                   

領 収 金 額 
  千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

                        

◎金額の頭部に必ず￥を付すこと。 残       枚 

   

第
二
片 

領 収 証 書 

  事業所整理記号 
(船舶所有者整理記号) 事業所番号 

(告知番号) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内

訳 

納付目的

年 月 

調
定
種
別 

保険料

種 別 

令和     年度 年金特別会計 第    号 
  

郡市区 記号 金 額 
延 滞 金 

日数 
金 額 

備 考                       
年 月 

  
千 百 十 万 千 百 十 円 

  
十 万 千 百 十 円 

住

所 

                                                 

 

 

 

 

証券番号 

 

 

 

 

振 出 人 

                                    

                                    

氏

名 

殿  

                                              

                                    

                                    

 右記の金額を領収しました。 
                                              

  
令和 

    
年 

    
月 

    
日 

                                      

 

 

印  

 

 

 

 

                                      

                                    

内証券受領額                                   

領 収 金 額 
  千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

                        

◎茶色のカーボンで書かれていない場合は、お手数でも年金事務所へご連絡ください。◎領収金額欄が修正されているものは無効です。 

 

 
第
三
片 

  

領 収 済 報 告 書           
  届書コード 

 
6 3 8 

① 事業所整理記号 
(船舶所有者整理記号) 

② 

事業所番号 

(告知番号) 

  

納付目的

年 月 

調
定
種
別 

保険料

種 別 

令和     年度 年金特別会計 第    号 
  

郡市区 記号 金 額 
延 滞 金 

日数 
金 額 

備 考                           
年 月 

  
千 百 十 万 千 百 十 円 

  
十 万 千 百 十 円 

住

所 

  

内

訳 

③       ④   ⑩                   ⑪              

 

 

 

 

証券番号 

 

 

 

 

振 出 人 

                                    

                                    

氏

名 

殿  

⑤       ⑥   ⑫                   ⑬             

                                    

                                    

 右記の金額を領収したので報告します。 
⑦       ⑧   ⑭                   ⑮             

  ⑨ 
令和 

    
年 

    
月 

    
日 

                                      

印  

 

 

 歳入徴収官 

殿  

 

                                    

                                        

内証券受領額                                   

⑯ 
領 収 金 額 

  千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

 

  
                        

  

    備 考 1．用紙寸法は、各片ともおおむね縦11cm、横21cmとする。 
        2．各片は左端をのり付けその他の方法により接続するものとする。 
        3．各片に共通する事項(あらかじめ印刷する事項は除く。)は、複写により記入するものとする。 
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様式第二号（第十九条の二十四関係）

様式第二号(第十九条の二十四関係) 

 

第
一
片 

 送付書・領収証書 国 庫 金     
  

第       号 
  

    下記の金額を領収し

ました。 

(領収年月日及び領

収者名) 

  (収納職員所属氏名)   

  令 和        年 度 

年 金 特 別 会 計 (0343) 
内閣府及び厚生

労働省所管 

(庁名) 

 厚生労働省年金局(○○○) 

(         ) 

  

  
送 付 金 額 

  千 百 十 万 千 百 十 円 

  翌年度6月1日以降現年度歳入組入   

    

 

 

第
二
片 

 領 収 控 国 庫 金  送  
  

第       号 
  

    下記の金額を領収し

ました。 

(領収年月日及び領

収者名) 

  (収納職員所属氏名)   

  令 和        年 度 

年 金 特 別 会 計 (0343) 
内閣府及び厚生

労働省所管 

(庁名) 

 厚生労働省年金局(○○○) 

(         ) 

  

  
送 付 金 額 

  千 百 十 万 千 百 十 円 

  翌年度6月1日以降現年度歳入組入   

    

 

 

第
三
片 

 領 収 済 通 知 書 国 庫 金     
  

第       号 
  

   

あて先 歳入徴収官 

    所 属 庁 名 

    所 在 地 

下記の金額を領収し

ました。 

(領収年月日及び領

収者名) 

  (収納職員所属氏名)   

  令 和        年 度 

年 金 特 別 会 計 (0343) 
内閣府及び厚生

労働省所管 

(庁名) 

 厚生労働省年金局(○○○) 

(         ) 

  

  
送 付 金 額 

  千 百 十 万 千 百 十 円 

  翌年度6月1日以降現年度歳入組入   

    

    備 考 

    1．用紙寸法は各片ともおおむね縦11cm、横21cmとする。 

    2．各片は左端をのり付けその他の方法により接続するものとする。 

    3．各片に共通する事項(あらかじめ印刷する事項を除く。)は、複写により記入するものとする。 

    4．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 
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様式第三号（第十九条の二十五関係）

様式第三号(第十九条の二十五関係) 

特例納付保険料等収納簿 

 

年月日 摘要 保険料種別 収 送 
残 

            円     円     円 

 

 

備 考 1．用紙の寸法は、A列4とする。 

    2．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 
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様式第四号（第十九条の二十六関係）

様式第四号(第十九条の二十六関係) 

原 符 

  

住 (居) 所 

  年度 令和   年度 番号 第     号   

  受 入 区 分 

    

氏 名 

(名 称) 
殿 

    

    

 

 

令和  年  月  日 
摘

要 

  

  

  

領 収 金 額 
  千 百 十 万 千 百 十 円 

    ◎領収金額欄の頭部に必ず￥を付すこと。 残枚数 枚   

   

領 収 証 

  

住 (居) 所 

  年度 令和   年度 番号 第     号   

  受 入 区 分 

    

氏 名 

(名 称) 
殿 

    

    

   右記の金額を領収しました。 

令和  年  月  日 

 

 

印    

摘

要 

  

  

  

領 収 金 額 
  千 百 十 万 千 百 十 円 

  (ご注意) ◎茶色のカーボンで書かれていないときは、お手数でも年金事務所までご連絡ください。 

       ◎領収金額欄を訂正したものは無効です。 

 

領 収 済 報 告 書 

  

住 (居) 所 

  年度 令和   年度 番号 第     号   

  受 入 区 分 

    

氏 名 

(名 称) 
殿 

    

    

   右記の金額を領収済につき報告します。 

令和  年  月  日 

 

 

印    

 

殿           

摘

要 

  

  

  

領 収 金 額 
  千 百 十 万 千 百 十 円 

  

備 考 1．用紙の寸法は、各片ともおおむね縦11.0cm、横21.0cmとする。 
    2．各片は、左端をのり付けその他の方法により接続するものとする。 
    3．各片に共通する事項(あらかじめ印刷する事項を除く。)は、複写により記入するものとする。 
    4．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 
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様式第五号（第十九条の二十九関係）

様式第五号(第十九条の二十九関係) 

 

特例納付保険料等収納状況報告書 

 

令和  年  月  日      

 

 厚生労働大臣 殿 

 

○○年金事務所 主任収納職員       

所 属 ・ 氏 名 印     

 

 

 令和  年度 令和  年  月分 

  摘 要 前月送付未済額 本月収納額 計 本月送付済額 本月送付未済額 備 考   

主任収納職員 ○○ ○○             

分任収納職員 ○○ ○○             

   〃   ○○ ○○             

計             

  

 

 

備 考 1．用紙寸法は、A列4とする。 

    2．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 
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様式第六号（第十九条の三十一関係）

様式第六号(第十九条の三十一関係) 

 

現金現在高調書 

金種類 金額 備考 

  円     

    

      

 上記のとおり引継を終わりました。 

  令和   年   月   日 

前任収納職員 所 属 ・ 氏 名 認
印 

後任収納職員 所 属 ・ 氏 名 認印 

 

 

備 考 1．用紙の寸法は、A列4とする。 

    2．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えること

ができる。 
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別表（第二条関係）

昭和十五年度 二二・三四四

昭和十六年度 二一・五五四

昭和十七年度 二〇・七九一

昭和十八年度 二〇・〇五五

昭和十九年度 一九・三四三

昭和二十年度 一八・六五五

昭和二十一年度 一七・九九〇

昭和二十二年度 一七・三四八

昭和二十三年度 一六・七二七

昭和二十四年度 一六・一二八

昭和二十五年度 一五・五四九

昭和二十六年度 一四・九八九

昭和二十七年度 一四・四四八

昭和二十八年度 一三・九二六

昭和二十九年度 一三・四二一

昭和三十年度 一二・六六九

昭和三十一年度 一一・九五七

昭和三十二年度 一一・二八一

昭和三十三年度 一〇・六四一

昭和三十四年度 一〇・〇三四

昭和三十五年度 九・四五九

昭和三十六年度 八・九一四

昭和三十七年度 八・三九七

昭和三十八年度 七・九〇七

昭和三十九年度 七・四四三

昭和四十年度 七・〇〇二

昭和四十一年度 六・五八五

昭和四十二年度 六・一九〇

昭和四十三年度 五・八一五

昭和四十四年度 五・四六〇

昭和四十五年度 五・一二三

昭和四十六年度 四・八〇四

昭和四十七年度 四・五〇一

昭和四十八年度 四・二一四

昭和四十九年度 三・九四三

昭和五十年度 三・六八五

昭和五十一年度 三・四四一

昭和五十二年度 三・二〇九

昭和五十三年度 二・九九〇

昭和五十四年度 二・七八二

昭和五十五年度 二・五八五

昭和五十六年度 二・三九八

昭和五十七年度 二・二二一

昭和五十八年度 二・〇五三

昭和五十九年度 一・八九四

昭和六十年度 一・七四三

昭和六十一年度 一・六〇〇

昭和六十二年度 一・四六四

昭和六十三年度 一・三三六

平成元年度 一・二一四

平成二年度 一・〇九九

平成三年度 〇・九八九

平成四年度 〇・八八五

平成五年度 〇・七八七

平成六年度 〇・六九四

平成七年度 〇・六〇六

平成八年度 〇・五二二

平成九年度 〇・四四三

平成十年度 〇・三六七

平成十一年度 〇・三一五

平成十二年度 〇・二六四

平成十三年度 〇・二一六
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平成十四年度 〇・一六九

平成十五年度 〇・一五二

平成十六年度 〇・一三六

平成十七年度 〇・一一六

平成十八年度 〇・〇九七

平成十九年度 〇・〇八一

平成二十年度 〇・〇六六

平成二十一年度 〇・〇五三

平成二十二年度 〇・〇四一

平成二十三年度 〇・〇三一

平成二十四年度 〇・〇二四

平成二十五年度 〇・〇一八

平成二十六年度 〇・〇一四

平成二十七年度 〇・〇一三

平成二十八年度 〇・〇一二

平成二十九年度 〇・〇一一

平成三十年度 〇・〇一〇

令和元年度 〇・〇〇九

令和二年度 〇・〇〇八

令和三年度 〇・〇〇六
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